
日 ( 金 ) 午前 10 時

☆ 会 議 室 正庁3

☆ 開 催 日 時 平成 30 年 6 月 29

 ☆　審 査 事 項 結　果

桐生市職員不祥事再発防止調査特別委員会審査事項

速　報

　1　職員による不祥事が連続する原因について 左記のとおり

　当局から資料に基づき説明があった。

　2　職員の不祥事防止に向けた行動指針について 左記のとおり

　当局から資料に基づき説明があった。

　3　特別委員会の今後の進め方について 左記のとおり

　正副委員長に一任することとした。

　4　その他 左記のとおり

　委員会視察の実施について、今回は見送ることとした。


